
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１



○

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

（
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
四
条
の
五

登
録
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
事
項
の

第
四
条
の
五

登
録
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
事
項
の

ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号

四

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
登
録
簿
の

録
簿
の
送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
録
等
の
権
限
を
有
す
る

送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
録
等
の
権
限
を
有
す
る
者
の
変

者
の
変
更
が
あ
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

更
（
以
下
「
登
録
等
権
限
者
の
変
更
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
旨
及
び
そ

の
年
月
日

（
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
の
申
請
）

（
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
の
申
請
）

第
四
条
の
六

（
略
）

第
四
条
の
六

（
略
）

２

前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

２

前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
許
可
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ

な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
許
可
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ

て
い
る
都
道
府
県
知
事
（
特
定
毒
物
研
究
者
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が

て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
申
請
書
に

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
あ

そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
四
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提

出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）



（
治
療
等
の
考
慮
）

（
治
療
等
の
考
慮
）

第
四
条
の
八

（
略
）

第
四
条
の
八

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
の
申
請
を
行
つ

た
者
が
前
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

者
に
当
該
許
可
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に

受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の
記
載
事
項
）

（
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
四
条
の
十

（
略
）

第
四
条
の
十

（
略
）

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

令
第
三
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
毒
物
研
究
者
名
簿
の

送
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
許
可
の
権
限
を
有
す
る
者
の
変
更
が

あ
つ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

（
毒
物
劇
物
営
業
者
及
び
特
定
毒
物
研
究
者
の
届
出
）

（
毒
物
劇
物
営
業
者
及
び
特
定
毒
物
研
究
者
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式

第
十
一
条

法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式

に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
届
書
（
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
十
条
の
三
第
一
号
若
し

２

前
項
の
届
書
（
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
十
条
の
三
第
一
号
若
し

く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
設
備
の
概
要

く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
設
備
の
概
要

図
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届

図
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届

書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地
方
厚
生
局
長
、
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市

書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地
方
厚
生
局
長
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を

の
長
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
に
提
出
さ

設
置
す
る
市
の
市
長
若
し
く
は
特
別
区
の
区
長
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都

れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た

道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
設
備
の
概
要
図
に

設
備
の
概
要
図
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は

つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。


